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Ⅱ　腰痛対策

別紙　作業態様別の対策

Ｉ　重量物取扱い作業
重量物を取り扱う作業を行わせる場合には、単に重
量制限のみを守るのではなく、取扱い回数等作業密度
を考慮し、適切な作業時間、人員の配置等に留意しつ
つ、次の対策を講ずること。
１　自動化、省力化
（1）　重量物取扱い作業については、適切な自動

装置、台車の使用等により人力の負担を軽
減することを原則とすること。なお、作業
の自動化が困難な場合は、適切な装置、器
具等を使用して、できるだけ人力の負担を
軽減すること。

（2）　人力による重量物取扱い作業が残る場合に
は、作業速度、取扱い物の重量の調整等に
より、腰部に過度の負担がかからないよう
にすること。

２　重量物の取扱い重量
（1）　満18歳以上の男子労働者が人力のみにより

取り扱う重量は、55kg以下にすること。
また、当該男子労働者が、常時、人力のみ
により取り扱う場合の重量は、当該労働者
の体重のおおむね40％以下となるように努
めること。

（2）　（1）の重量を超える重量物を取り扱わせる
場合には、２人以上で行わせるように努め、
この場合、各々の労働者に重量が均一にか
かるようにすること。

３　荷姿の改善、重量の明示等
（1）　荷物は、かさばらないようにし、かつ、適

切な材料で包装し、できるだけ確実に把握
することのできる手段を講じて、取扱いを
容易にすること。

（2）　できるだけ取り扱う物の重量を明示するこ
と。

（3）　著しく重心の偏っている荷物については、
その旨を明示すること。

（4）　手カギ、吸盤等の補助具の活用を図り、持
ちやすくすること。

４　作業姿勢、動作
労働者に対し、次の事項に留意させること。
重量物を取り扱うときは急激な身体の移動をな
くし、かつ、身体の重心の移動を少なくする等で
きるだけ腰部に負担をかけない姿勢で行うことを
原則とすること。
このため次の事項に留意すること。

（1）　できるだけ身体を対象物に近づけ、重心を
低くするような姿勢を取ること。

（2）　はい付け又ははいくずし作業においては、
できるだけはいを肩より上で取り扱わない
こと。

（3）　床面等から荷物を持ち上げる場合には、片

足を少し前に出し、膝を曲げ、腰を十分に
降ろして当該荷物をかかえ、膝を伸ばすこ
とによって立ち上がるようにすること。

（4）　腰をかがめて行う作業を排除するため、適
切な高さの作業台等を利用すること。

（5）　荷物を持ち上げるときは呼吸を整え、腹圧
を加えて行うこと。

（6）　荷物を持った場合には、背を伸ばした状態
で腰部のひねりが少なくなるようにすること。

５　取扱い時間
（1）　取り扱う物の重量、取り扱う頻度、運搬距

離、運搬速度等作業の実態に応じ、小休止・
休息をとる、他の軽作業と組み合わせる等
により、重量物取扱い時間を軽減すること。

（2）　単位時間内における取扱い量を、労働者に
過度の負担とならないよう適切に定めるこ
と。

６　その他
腹圧を上げるため、必要に応じ、腰部保護ベル
ト、腹帯等を使用させること。

Ⅱ　重症心身障害児施設等における介護作業
重症心身障害児施設等で、入所児、入所者等（以下「入
所児等」という。）の介護を行わせる場合には、姿勢の
固定、中腰で行う作業や重心移動等の繰り返し、重量
の負荷等により、労働者に対して腰部に静的又は動的
に過重な負担が持続的に、又は反復して加わることが
あり、これが腰痛の大きな要因となる。このため、次
の措置を講ずることにより、作業負担の軽減を図ること。
なお、肢体不自由児施設、特別養護老人ホーム等に
おける介護に係る腰痛の予防についても、次の措置に
準じ、実情に応じた対策を講ずるよう努めること。
１　作業姿勢、動作

中腰で行う作業や腰をひねった姿勢を長く保つ
作業等を行わせる場合には、適宜小休止・休息を
とる、他の作業と組み合わせる等により、同一姿
勢を長時間続けないようにさせること。
（1）　介護の方法

　介護のために入所児等を床面又はベッド
からかかえた状態で作業を行わせるときの
作業姿勢はＩによること。また、体重の重
い入所児等の体位の変換、移動等は、複数
の者で行わせること。

（2）　食事介助の方法
　食事の介助を行う者に対しては、ベッド
に横座りすることを避け、椅子に座って入
所児等に正面を向くか、ベッド上でいわゆ
る膝まくらの姿勢を取らせること。ただし、
同一の姿勢を長く続けさせないこと。

２　作業標準
使用機器、作業方法等に応じた作業標準を策定
すること。また、作業標準には、入所児等の身体
等の状態別、作業の種類別の作業手順、役割分担、
作業場所等についても明記すること。
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３　介護者の適正配置
介護者の数は、施設の構造、勤務体制、療育内
容及び入所児等の心身の状況に応じた適正なもの
とするよう努めること。
なお、やむを得ない理由で、一時的に繁忙な事
態が生じた場合は、介護者の配置を随時変更する
等により、腰部負担の大きい業務が特定の介護者
に集中しないように十分配慮すること。

４　施設及び設備の構造等の改善
不適切な施設及び設備は、作業姿勢に密接に関
係するので、適切な介護設備、機器等の導入を図
るとともに、介護に関連した業務を行うために必
要な施設、機器等についても適切なものを整備す
ること。
また、作業姿勢を適正化するため、実際の作業
状況を検討し、次の改善を図ること。
（1）　室の構造等

　入所児等の移送は、できるだけストレッ
チャーによって行うようにし、通路及び各部
屋にはストレッチャーの移動の障害となるよ
うな段差等を設けないこと。

（2）　浴槽の構造等
イ　浴槽、洗身台、シャワー設備等の配置は、

介護者の無用の移動をできるだけ少な
くするようなものとすること。

ロ　浴槽の縁、洗身台及びシャワーの高さ
等は、介護者の身長に適合するものと
すること。なお、これらの高さが適切
でないこととなる介護者に対しては、
滑りにくい踏み板等を使用させること
も考慮すること。

ハ　移動式洗身台、ローラーコンベヤー付き
洗身台、移動浴槽、リフト等の介助機
器の導入を図ること。

（3）　ベッドの構造等
　ベッドの高さは、入所児等の身体状況等
も考慮し、介護者の身長に適合するものと
すること。なお、これらの高さが適切でな
いこととなる介護者に対しては、履物、踏
み板等を使用させることも考慮すること。

（4）　付帯設備等
　介護中に利用できる背もたれのある椅子
や堅めのソファー等を適宜配置し、くつろ
いで座れるようにすること。また、介護に
必要な用具等は、出し入れしやすい場所に
収納すること。

（5）　休憩
　休憩設備は、労働者の数及び勤務体制を
考慮し、利用に便利で、かつ、くつろげる
ものとすることが望ましい。

５　その他
腹圧を上げるため、必要に応じ、腰部保護ベル
ト、腹帯等を使用させること。

Ⅲ　腰部に過度の負担のかかる立ち作業
組立作業、サービス業等における立ち作業においては、
拘束性の強い静的姿勢を伴う立位姿勢、作業機器の不
適切な配置、作業方法等により、前屈姿勢や過伸展姿
勢等腰部に過度の負担のかかる姿勢となる場合がある。
このような立位姿勢をできるだけ少なくするため、
次の対策を講ずること。
１　作業機器の配置

作業機器の配置は、前屈、過伸展等不自然な姿
勢での作業を避けるため、労働者の上肢長、下肢
長等体型を配慮したものとする。

２　他作業との組合せ
長時間の立位姿勢保持を避けるため、腰掛け作
業等他の作業を組み合わせて行わせること。

３　椅子の配置
（1）　立ち作業が長時間継続する場合には、椅子

を配置し、作業の途中で腰掛けて小休止・
休息ができるようにすること。

（2）　椅子は高さ、角度等を調整できる背当て付
きの椅子を用いることが望ましい。それが
できない場合には、適当な腰当て等を使用
させること。また、椅子の座面と作業台の
空間を十分に取り、膝及び足先を自由に動
かせる空間を取ること。

４　片足置き台の使用
両下肢をあまり使用しない作業では、作業動作
位置に合わせて適当な高さの片足置き台を使用さ
せること。

５　小休止・休息
立ち作業を行う場合には、おおむね１時間につ
き、１、２回程度小休止・休息を取らせ、下肢の
屈伸運動やマッサージ等を行わせることが望まし
い。

６　その他
腹圧を上げるため、必要に応じ、腰部保護ベル
ト、腹帯等を使用させること。

Ⅳ　腰部に過度の負担のかかる腰掛け作業・座作業
一般に、腰掛け作業・座作業は、立位姿勢に比べて
身体全体への負担は軽いが、腰椎にかかる荷重は立位
姿勢に比べて大きい。一般事務、OA機器操作、窓口
業務、コンベヤー作業等の腰掛け作業又は直接床に座
る座作業で、拘束性の強い静的姿勢を伴う作業、腰掛
けて身体の可動性が制限された状態で、物を曲げる、
引く、ねじる等の動作を伴う作業等腰部に過度の負担
のかかる作業を行わせる場合には、次の対策を講ずる
こと。
１　腰掛け作業
（1）　椅子の改善

　座面の高さ、奥行きの寸法、背もたれの
角度及び肘掛けの高さが労働者の体格等に
合わせて調節できる椅子を使用させること。
また、体圧分布及び座面の堅さにも配慮す
ること。
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（2）　作業台の改善
　作業台の高さ、角度及び作業台と椅子と
の距離は、調節できるように配慮すること。

（3）　作業姿勢等
　労働者に対し、次の事項に留意させること。
イ　椅子に深く腰を掛けて背もたれに十分

に当て、履物の足裏全体が床に接する
姿勢を基本とすること。必要に応じ、
滑りにくい足台を使用すること。

ロ　椅子と大腿下部との間には、手指が押
し入る程度のゆとりがあり、大腿部に
無理な圧力が加わらないようにするこ
と。

ハ　膝や足先を自由に動かせる空間を取る
こと。

ニ　前傾姿勢を避けること。また、適宜、
立ち上がって腰を伸ばす等姿勢を変え
ること。

（4）　作業域
　腰掛け作業における作業域は、労働者が不
自然な姿勢を強いられない範囲とすること。

２　座作業
座作業は、仙腸関節、股関節等に負担がかかる
ので、できる限り避けることが望ましい。やむを
得ず座作業を行わせる場合は、労働者に対し、次
の事項に留意させること。
（1）　できるだけ同一姿勢を保持しないようにす

るとともに、適宜、立ち上がって腰を伸ば
すようにすること。

（2）　あぐらをかく姿勢を取るときは、適宜座ぶ
とん等を折り曲げて座り、臀部を持ち上げ
る姿勢が取れるようにすること。

Ｖ　長時間の車両運転等の作業
貨物用自動車の運転の作業においては長時間椅座位
の姿勢を取り続けること、車両系建設機械等の運転の
作業においては腰部に振動が加わること等により、腰
部に過度の負担がかかり腰痛が発生しやすくなる。また、
荷物の積卸し作業では、長時間の車両の運転から生ず
る拘束姿勢による末梢血液循環の阻害や、一時的な筋
力調整不全が生ずることがあり、運転直後に重量物を
取り扱うことは好ましくない。これを踏まえて次の対
策を講ずること。
１　座席の改善等
（1）　座席は、座面角度、背もたれ角度及び腰背

部の支持が適当なものとし、作業開始前に
操作性を配慮し、座面角度、背もたれ角度、
座席の位置等の適正な調整を行わせること。

（2）　車両からの振動をなるべく減衰させる構造
の座席を有する車両を採用するよう配慮す
ることが望ましい。こうした車両を採用で
きない場合には、クッション等を用いて振
動の軽減に努めること。

２　小休止・休息
車両の運転を行う場合には、適宜、小休止・休
息を取らせるようにすること。小休止・休息の際は、
車両から降りて背伸び等の軽い運動をして、筋収
縮による疲労の回復を図らせること。

３　車両運転直後の重量物取扱い
リフター、ローラーコンベヤー等を有する貨物
用自動車を採用し、労働者の重量物取扱いによる
負担の軽減に努めること。また、人力による荷物
の取扱い作業の要領は、Ｉに準ずること。
なお、長時間車両を運転した後に重量物を取り
扱う場合は、小休止・休息及び作業前体操を行っ
た後に作業を行わせること。

４　構内レイアウトの改善
フォークリフト又は構内運搬車による構内の運
転による荷の運搬に当たっては、車両の運行経路
を単純化し、右折、左折、狭あいな場所での作業
等をできるだけ少なくするよう構内のレイアウト
の改善に努めること。

５　その他
腹圧を上げるため、必要に応じ、腰部保護ベル
ト、腹帯等を使用させること。
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参考 腰痛予防体操（例）

1 関節可動体操
 （股関節、椎間関節仙腸関節等
 関節の可動域の増加）

2 軟部組織伸展体操
（膝関節屈筋群と躯幹
直立筋群の伸展体操）

3 筋再建体操
（躯幹、臀部や下肢筋の筋力増強）

名称（効果） 方法 図

イ 側臥位体操 仰向けで一側の下肢を膝を伸ばし
て挙上し、両肩を床面につけたまま
の姿勢でその下肢を反対側に倒
す。左右交互に1～2回ずつ、1日に3
～4回行うこと。

ロ 腹臥位下肢下垂体操 椎間関節の可動域増加運動で、腰
よりやや低い机等を用いて行う。机
等の片側を台等を用いて腰よりや
や高くし、そこにくの字に乗って、下
肢を下垂させる。3分間の体操1日2
～3回行うこと。

イ 下肢交差体操 下肢を交差して立ち、前足は膝を軽
く曲げ、後ろ足は膝を伸ばして、お
じぎする。ついで、足を入れ替えて
同じ動作をする。片側で各 1々0回ず
つ、1日に2～3回行うこと。

イ 尾骨挙上体操 臀筋群の筋力強化体操で仰向けで
膝を屈曲させ、軽く臀部を持ち上げ
る。20回を1日に2回行うこと。

ロ 腹筋群強化体操 腹直筋を強化する体操で、頭を床よ
り握り挙が二つ入るくらい上半身を
挙上すること。この際、5秒で挙上し
5秒間挙上位を保持、次いで、5秒で
床に戻すのを一連の動作として、30
～35回行うこと。

ハ 胸背筋強化体操 腹這いで、骨盤の下にまくらを置
く。次いで上半身を挙上する。手は
背中で組み合わせる。20～25回の
体操を１日に2～3回行うこと。

ニ 大腿四頭筋筋緊張体操 仰向けで腕を頭の後ろに組んだ姿
勢を取り、ゆっくりと左右交互に片
足を上げる。20回を1日2回行うこと。

ロ 下肢挙上体操 仰向けで膝伸展下肢を挙上する。
各側20回ずつ、1日に2～3回行うこ
と。




